
対象原材料

国内で製造された全ての加工食品の一番重い原材料

１番重い原材料が加工食品の場合は、その製造地を表示

原則の表示方法

１番重い原材料が生鮮食品の場合は、その産地を表示１

２

に

が必要です
平成２９年９月１日、食品表示基準が改正・施行され、輸入品を除く全ての

加工食品について、原料原産地名を表示することが義務付けられました。
なお、この改正への対応のための経過措置期間は、令和４年３月３１日までで

終了しています。

※重量順位２位以降についても任意で表示することが可能です。
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